
 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

別府市は、九州の北東部、瀬戸内海に面した大分県の東海岸のほぼ中央に位置

し、阿蘇くじゅう国立公園に属する由布・鶴見岳の麓で裾野をなだらかに別府湾

へと広げる扇状地特有の地形により、緑豊かな山々や高原と波静かな別府湾に囲

まれた美しい景観を誇り、大地から立ちのぼる「湯けむり」は別府を象徴する風

景として市民はもちろん観光客からも親しまれている。 

   市内には、別府八湯と呼ばれる８つのエリアが点在し、毎分８万７千リットル

を超える温泉は、日本一の湧出量と源泉数を誇り、医療、浴用などの市民生活は

もとより観光、産業などにも幅広く活用され、古くから日本を代表する温泉地と

して賑わい、歴史と文化あふれる国際観光温泉文化都市である。 

   本市の人口は、1980 年をピークに総人口が減少しており、国立社会保障・人口

問題研究所の推計によると、2040 年には 10 万人を下回ることが見込まれている。

年齢区分別にみると、65 歳未満人口は減少する中、65 歳以上の高齢者は 2020 年

まで増加すると見込まれている。 

  2015 年 10 月の国勢調査によると、本市の人口は 120,535 人であり、15 歳未満の

年少人口が 13,396 人(11.1％)、15～64 歳の生産年齢人口が 68,889 人(57.2％)、

65 歳以上の老年人口が 38,250 人(31.7％)となっている。 

  2016 年に経済産業省地域経済産業グループ地域経済産業調査室がＲＥＳＡＳを

使った分析を行なったところ、別府市の従業者数(企業単位)は第三次産業の従事

者割合が約 90％を占めていることが分かった。これは、大分県や全国平均と比較

しても高い割合であり、第三次産業が別府市の基幹産業となっていることが分か

った。 

   本市の企業における大多数を占める中小企業では、後継者の不在や慢性的な人

手不足に直面しており、人材の確保・定着や労働生産性の向上を図ることが経営

上の大きな課題となっている。 

   このような状況を打破するためには、市内中小企業における、より生産性の高

い設備等の導入・更新を促進することにより、深刻化する人材不足への対応や生

産性の向上、経営基盤の強化、競争力の強化に繋げていくことが必要である。 

 

（２）目標 

中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策

定し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、本市がさらに経済発展して

いくことを目指す。 



これを実現するための目標として、計画期間中に１５件程度の先端設備等導入

計画の認定を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者が、労働生産性を年率３％以上向上

させることを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

中小企業者による幅広い取組を促進し、本市産業全体の労働生産性を向上させる

ため、本計画において対象とする設備は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第

１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

本市における全ての地域で中小企業者が事業を営んでいることから、中小企業

者による幅広い取組を促進し、本市産業全体の労働生産性を向上させるため、本

計画の対象地域は市内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

中小企業者による幅広い取組を促進し、本市産業全体の労働生産性を向上させ

るため、市内で事業活動を行なう全ての業種・事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

国が同意した日から５年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

① 人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、     

雇用の安定に配慮する。 

② 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては、

先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮す

る。 

③ 市税を滞納している者については、先端設備等導入計画の認定の対象としない

等、納税の公平性に配慮する。 

④ 市内に工場や事業所（従業員の配置）がなく、単に敷地に設置する太陽光発電

設備等の再生可能エネルギー発電設備については、本市の雇用の創出や地域経



済の発展に直接つながらず、本計画の趣旨及び目標にそぐわないため、認定の

対象としない。 

なお、この場合における再生可能エネルギー発電設備とは、「電気事業者によ

る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０

８号）」第２条第３項に規定された「再生可能エネルギー発電設備」を指す。 

 

 

 


